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項 目
「どうみん割」の停止について

発 表 １月２４日 時 分
区 分 等 説明者

資料配付 １月２４日 時 分

添 付 資 料

発 表 要 旨 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、道内における「まん延防止等重
点措置（以下「重点措置」）」の適用を国に要請することになったことから、
「どうみん割」について次のとおり停止します。

記

１ 停止対象地域
全道域（事業停止にあたって設定している６つの圏域すべて）

【参考・６つの圏域】
①札幌市、②道央１（石狩（札幌市を除く）、空知）
③道央２（後志、胆振、日高）、④道南（渡島、檜山）
⑤道北（上川、留萌、宗谷）、⑥道東（オホーツク、十勝、釧路、根室）

【参考・該当停止条件】
重点措置区域を定める場合、当該区域を含む圏域を停止
全道域が重点措置区域となることから、６つの圏域すべてで事業を停止。

２ 停止の開始日時
(１)新規予約

令和４年１月21日(金)17:00
(２)既存予約

国の「まん延防止等重点措置」の決定日から一週間後
※ 具体的な日程については、決まり次第、改めてお知らせします。

３ キャンセル料
・本発表後から利用者のキャンセル料は無料とします。
・事業者には、キャンセルとなった利用分の割引相当額をお支払いします。

４ 問い合わせ先
どうみん割事務局（営業時間：平日10:00～17:00 土日祝休業）
電話：011-208-7002
E-mail：jimukyoku@douminwari.com
ホームページ：https://douminwari.jp

報道に当たってのお願い

日高振興局 産業振興部 商工労働観光課
担 当 商工労働観光課長 伊藤 秀和

観光振興係長 山口 雄司
（電話：0146-22-9283）


